
■ 一般世帯の保育料

階層区分
階層
コード

２３，５００円

２６，７００円

３６，６００円

■　３歳～５歳児クラスのすべての子ども、０歳～２歳児クラスで 市町村民税非課税世帯の子
     どもについては、１０月から保育料は無償となります。

■　０歳～２歳児クラスで市町村民税課税世帯の子どもの保育料は次のとおりです。

※　４月から８月分までについては前年度の市町村民税の課税状況、９月から３月分までに
     ついては当年度の市町村民税の課税状況に基づき保育料を算定します。

※　第１子の保育料は各階層の上段の額となります。

※　第２子の保育料は各階層の上段の額に０．５を乗じた額となります。ただし、第３階層から
     第６階層までに属する世帯にあっては全額免除となります。（ 第６階層に属する世帯に
     あっては市町村民税の所得割の額が５７，７００円未満である世帯に限る。）

※　第３子以降の保育料は全額免除となります。

※　ひとり親世帯、在宅障害児（者）のいる世帯、その他の世帯（生活保護法に定める要保護
     者等、特に困窮していると市長が認めた世帯）であって上記の階層に属する世帯の第１
     子の保育料は各階層のかっこ内の額、第２子以降は全額免除となります。

令和元年度(１０月以降)保育料徴収金基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

定　　義

第１階層 ０１０
特定教育・保育等のあった月において生活保護法（昭
和２５年法律第１４４号）による保護を受けている世帯
（単給世帯を含む）

徴収金基準額　（月額）

０円

第２階層
０２０

（０２１）
市町村民税非課税世帯

第３階層
０３０

（０３１）
市町村民税の均等割の額のみ課税世帯

１００ １４３，０００円以上１６９，０００円未満

第４階層
０４０

（０４１）

第８階層
０８０

（０８１）
７６，０００円以上９７，０００円未満
（７６，０００円以上７７，１０１円未満）

第１階層
から第３
階層まで
を除き、
市町村民
税の所得
割の額の
区分が次
の区分に
該当する
世帯

２０，０００円未満

第５階層
０５０

（０５１）
２０，０００円以上４８，６００円未満

第６階層
０６０

（０６１）

第７階層
０７０

（０７１）
６７，０００円以上７６，０００円未満

４８，６００円以上５７，７００円未満

５７，７００円以上６７，０００円未満

第９階層 ０９０ ９７，０００円以上１４３，０００円未満

第１０階層

第１３階層 １３０ ３０１，０００円以上３９７，０００円未満

第１４階層 １４０ ３９７，０００円以上
４８，０００円

第１２階層 １２０ ２０５，０００円以上３０１，０００円未満

第１１階層 １１０ １６９，０００円以上２０５，０００円未満

０円

７，５００円

（３，２５０円）

９，６００円

（４，３００円）

１１，７００円

（５，３５０円）

１３，８００円

１８，０００円

(９，０００円)

(６，９００円)

１３，８００円

(６，９００円)

１５，９００円

(７，９５０円)


